
１　「並行在来線経営計画」（案）に対する意見

○意見提出者数　２２人

○意見の件数　　８９件

○意見の反映状況

Ａ　並行在来線経営計画に反映若しくは一部反映したもの　０件

Ｂ　既に記述済みのもの　　　　　　　　　　　　　　　１４件

Ｃ　今後経営会社が意見も踏まえて検討するもの　　　　３５件

Ｄ　その他記述を変更しなかったもの　　　　　　　　　４０件　

※「意見の概要」及び「新潟県並行在来線開業準備協議会の対応」の記述においては、次のとおり法人名称を略称により表記した。

　・東日本旅客鉃道株式会社：『ＪＲ東日本』

　・西日本旅客鉃道株式会社：『ＪＲ西日本』

　・日本貨物鉃道株式会社：『ＪＲ貨物』

　・北越急行株式会社：『北越急行』

反映
状況

１．並行在来線って何のこ
と？

　並行在来線の経営はＪＲが行う
べきではないか。
（２件）

　ＪＲは、経営分離により解消さ
れる並行在来線の赤字相当分を新
幹線貸付料の一部として負担して
おり、その上さらに並行在来線を
経営することは、ＪＲにとって二
重の負担になるという問題があり
ます。
　仮に、経営分離を見直す場合
は、国の新幹線整備の仕組みの再
構築が必要となり、北陸新幹線な
どの開業時期にも影響が出る可能
性があることから、極めて困難と
考えます。
　県・沿線市では、国に対し、貸
付料に含まれる並行在来線の赤字
解消分の返還や出資割合に応じた
還元を求め、並行在来線の維持、
運営に充てるべきと強く要請して
います。

Ｄ

３．並行在来線はどんな役
割を担っているの？
　(1)日常生活を支える手段
です。

　もっと安価な輸送手段があるの
に、並行在来線にこだわる理由が
わからない。代替措置で、シャト
ルバスやスクールバスで十分では
ないか。

　鉄道には、定時性、大量輸送、
渋滞解消、冬期間の安定輸送な
ど、バスでは代替できない優位性
があり、特に沿線地域のような雪
国の交通弱者にとってなくてはな
らないものと考えます。
　従って、輸送コスト面以外の社
会的便益も十分に考慮する必要が
あると考えます。

Ｄ

３．並行在来線はどんな役
割を担っているの？
　(3)広域的な交流ネット
ワークの形成に役立ってい
ます。

　これから都市化がますます進む
時代である。広域的な交流ネット
ワーク形成の問題は道州制の導入
で解消されるため、並行在来線は
不要である。

　道州制は国の統治機構全体の問
題であり、広域的な交流ネット
ワークの形成に役立つ並行在来線
の必要性が否定されるものではな
いと考えます。

Ｄ

「並行在来線経営計画」（案）及び「鉄道とまちの共生ビジョン」（案）への
意見と新潟県並行在来線開業準備協議会の対応

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「並行在来線経営計画」（案）
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Ⅰ　並行在来線とは

意見反映件数　４９件

　資料　１
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３．並行在来線はどんな役
割を担っているの？
　(3)広域的な交流ネット
ワークの形成に役立ってい
ます。

　在来線の役割として、「関東・
関西からの観光客の交通手段」と
しても重要ではないか。

　並行在来線は、新幹線と連携し
た交通手段の一つとして、関東・
関西方面からの観光交流も含めた
広域的な交流ネットワークの形成
にも重要な役割を担っています。
【記述箇所　Ｐ４「３．(3)」】

Ｂ

３．並行在来線はどんな役
割を担っているの？
　(4)鉄道の優れた特性に
よって、地域に様々な貢献
をしています。

　国と国の競争の時代（グローバ
ル化の時代）に、地域間競争とい
う考え方は10年一昔前の考え方で
ある。地域経済という発想はやめ
てほしい。

　新幹線整備は国家プロジェクト
であり、地域振興に資することが
目的の１つとされています。その
ため、まちづくりの重要な装置で
ある並行在来線は、地域の魅力と
して地域振興に資するものと考え
ます。

Ｄ

　「並行在来線は沿線地域だけで
なく県全体や国にとっても、なく
てはならない重要な鉄道財産であ
ることから存続・維持が必要で
す」と記述しているが、「利用目
的から判断される並行在来線の主
な利用者である高校生などの合計
人口の19 年比の減少率16 ％より
もさらに低下し、26％の減少率と
なると予測されています」と矛盾
がある。
　また、第３セクターは県財政を
破綻に導く危険がある。
　必要性より不要論の方が、理に
かなうのではないか。

　並行在来線には多くの役割があ
るため、沿線地域の人口減少のみ
をもってその必要性が否定される
ものではないと考えます。
　現在、県・沿線市では、並行在
来線の経営が成り立つ仕組みの構
築を国に強く要請しています。

Ｄ

　並行在来線は、ディーゼルでも
構わないので存続、維持していく
べきである。
（３件）

　並行在来線は沿線地域だけでな
く県全体や国にとっても、なくて
はならない重要な鉄道財産である
ことから、存続・維持は必要であ
ると考えます。
【記述箇所　Ｐ８】

Ｂ

１．並行在来線を運営する
鉄道会社を設立します

　経営計画（案）の中で「経営会
社が今後決定」などの表現が随所
に目立つ。
　厳しい経営環境に置かれること
を前提にしながら、全てについて
新たに発足させる経営会社に委ね
るのはいかがなものか。経営に関
わる全ての課題、問題点を整理し
てから経営会社を設立すべきでは
ないか。
　そのため、課題が整理されるま
での間、暫定的にＪＲが経営すべ
きではないか。

　経営計画（案）は、県・沿線
市、民間有識者の方々と検討して
きた内容について、現時点での並
行在来線経営の基本的な考え方と
方向性としてとりまとめたもので
す。
　具体的な事業の計画は、今後経
営会社がご意見も踏まえ地元関係
者などと調整しながら策定するこ
とが適当と考えます。

Ｄ

Ⅲ　並行在来線は存続・維持が必要

Ⅳ　みんなで支えます
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２．経営会社のあるべき姿
　(3)安全性と健全経営

　将来見通しを誤認させないた
め、「健全な経営を目指します」
という表記を「引き続き線路を維
持していける経営を目指します」
に修正すべきではないか。

　経営会社のあるべき姿として健
全な経営を目指すものであり、現
行どおりの記述とすることが適当
と考えます。

Ｄ

３．経営区間

　北陸本線部分と信越本線部分
は、違う会社にするのではなく、
同じ会社にして経営する方がよ
い。

　北陸本線と信越本線の県内区間
を一体的に運営することが適当と
考えます。
【記述箇所　Ｐ10「３．経営区
間」】

Ｂ

　北陸本線と信越本線の県内区間
を一体的に運営するのではなく、
例えば信越本線についてはしなの
鉄道が運行、北陸本線については
富山県などと合同で一つの会社を
設立し運行するなど、各路線ごと
に他県と合同で経営することを検
討すべきではないか。
（２件）

　２路線それぞれ異なる別の会社
による経営では、連絡調整に時間
を要するほか、運行に必要な施
設・設備をそれぞれの会社で整備
する必要があるなどの問題が考え
られるため、２路線は一体的に運
営することが適当と考えます。
　そのため、まずは２路線の一体
的運営を前提に本県区間の単独経
営を検討しながら他県との協議を
進め、本県・沿線地域にとって最
適な形態を決定していくことが適
当と考えます。

Ｄ

　並行在来線全区間（長野～金
沢）を一つの鉄道会社で運営すべ
きである。
（２件）

　まずは、本県区間の単独経営を
検討しながら他県との協議を進
め、本県・沿線地域にとって最適
な形態を決定していくことが適当
と考えます。

Ｄ

　会社の境界区分をどうするか、
隣接県と早期に協議すべきであ
る。

　まずは、本県区間の単独経営を
検討しながら、他県との協議を進
めながら本県・沿線地域にとって
最適な形態を決定していくことと
しております。
　なお、先行例では、県境が境界
区分となっています。

Ｄ

　並行在来線全区間（長野～金
沢）を一つの鉄道会社で運営でき
ない場合、原則相互乗り入れ（直
通運転）を行うべきではないか。

　相互直通運転については、利用
者の利便性に考慮しつつ、利用需
要に応じて運行区間、運行本数な
どを今後経営会社がご意見も踏ま
え具体的に検討します。

Ｃ

　既に鉄道経営ノウハウを持ち、
経営実績のある北越急行と一体的
に経営すべきではないか。
（７件）

　北越急行は、県とほくほく線沿
線市町が中心となって出資した会
社であり、対象地域が異なる並行
在来線区間までを含めた一体経営
は、出資者の理解を得ることが困
難と考えられます。
　なお、鉄道経営ノウハウの活用
など北越急行との連携・協力につ
いては積極的に図っていく必要が
あると考えます。

Ｄ

３．経営区間
４．会社の基本的な経営ス
タイル
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３．経営区間
４．会社の基本的な経営ス
タイル

　他県との合同経営についてのメ
リット・デメリットの比較は、誤
解を招くため、削除又は修正すべ
きではないか。

　現時点で先行例など一般的に考
えられるメリット・デメリットを
参考として記述したものであり、
今後経営会社が本県並行在来線区
間の特徴を踏まえ、具体的かつ詳
細に比較・検討します。

Ｄ

　北陸新幹線金沢開業後も今まで
どおりのダイヤで運行してほし
い。

　運行ダイヤ・本数については、
利便性と採算性の両面を考慮しな
がら、今後経営会社がご意見も踏
まえ具体的に検討します。

C

　沿線地域外の利用者の利便性確
保のため、地域外の利用者の声を
積極的に聞くべきである。

　利便性の確保については、利用
者の意見も聞きながら、採算性も
考慮し、今後経営会社がご意見も
踏まえ具体的に検討します。

C

１．運行
　(1)普通列車の運行本数

　運行本数については、ＪＲや国
に左右されずに経営会社自ら決め
られるという利点を活かし、多く
の人にアンケートをして決めた
り、利便性が高かった過去のダイ
ヤを参考にするなど、自分たちで
アイディアを出して決めていくと
よいのではないか。

　運行本数については、地元関係
者の意見も聞きながら、利便性と
採算性の両面を考慮し、今後経営
会社が具体的に検討します。

C

１．運行
　(1)普通列車の運行本数
　(2)相互直通運転

　新幹線へのアクセスとして上越
（仮称）駅を目的地とする需要が
予想される。そのため、北陸本線
とほくほく線の双方の沿線から上
越（仮称）駅に乗換なしで直通運
転する電車を頻繁に運行すること
が望ましい。

　運行本数や相互直通運転につい
ては、利便性や利用需要を考慮し
ながら、今後経営会社がご意見も
踏まえ具体的に検討し、北越急行
など関係者と協議の上決定しま
す。

C

１．運行
　(2)相互直通運転

　北越急行の北陸本線や信越本線
への直通運転を考えるべきではな
いか。
（２件）

　相互直通運転については、利便
性や利用需要を考慮しながら、今
後経営会社がご意見も踏まえ具体
的に検討し、北越急行など関係者
と協議の上決定します。

C

１．運行
　(2)相互直通運転
　(3)ＪＲの優等列車（特
急・快速列車）の存続

　ＪＲ東日本との快速「くびき
野」の乗り入れなど、相互直通運
転は絶対必要である。
　なお、「くびき野」は妙高高原
や長野まで運行してほしい。

　相互直通運転や優等列車の存
続・運行区間については、ＪＲが
引き続き経営する区間との乗り入
れ運行となるため、利便性や利用
需要を考慮しながら、今後経営会
社がご意見も踏まえ具体的に検討
し、ＪＲなど関係者と協議の上決
定します。

C

Ⅴ　事業の方向性

１．運行
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　特急「北越」の運行区間が変更
あるいは廃止となる場合には、快
速「くびき野」の運行区間を糸魚
川～新潟間に変更すべきではない
か。
　その場合、糸魚川～直江津間は
各駅停車にすべきではないか。

　相互直通運転や優等列車の存
続・運行区間については、ＪＲが
引き続き経営する区間との乗り入
れ運行となるため、利便性や利用
需要を考慮しながら、今後経営会
社がご意見も踏まえ具体的に検討
し、ＪＲなど関係者と協議の上決
定します。

C

　ＪＲ東日本と打合せの上、快速
「くびき野」などの増発と、妙高
高原（一部新井）～直江津間の
シャトル便を設定すべきではない
か。

　相互直通運転や優等列車の存
続・運行区間については、ＪＲが
引き続き経営する区間との乗り入
れ運行となるため、利便性や利用
需要を考慮しながら、今後経営会
社がご意見も踏まえ具体的に検討
し、ＪＲなど関係者と協議の上決
定します。

C

　広域ネットワークを構成する優
等列車（トワイライトエクスプレ
ス、特急「日本海」、特急「北
越」、快速「くびき野」）の運行
を妨げないようにすべきである。

　相互直通運転や優等列車の存
続・運行区間については、ＪＲが
引き続き経営する区間との乗り入
れ運行となるため、利便性や利用
需要を考慮しながら、今後経営会
社がご意見も踏まえ具体的に検討
し、ＪＲなど関係者と協議の上決
定します。

C

　上越地方から新潟・長岡方面へ
の優等列車は存続すべきではない
か。

　上越地方～中・下越地方との移
動の確保を図ることは、本県全体
の活力の維持に不可欠であり、そ
の手段としての優等列車の活用は
重要と考えます。
【記述箇所　Ｐ14、15「１．運行
(3)」】

B

　上越新幹線と北陸新幹線の狭間
地域における利便性や、県土の分
断、県内各地域間や北陸地方との
連携の問題から、優等列車の存続
が必要とのことであるが、中距離
バスの運行で十分ではないか。

　優等列車については、新潟・上
越地域間の高速交通手段として新
幹線開業後も重要な役割を担うこ
とが期待され、多くの方々からそ
の確保について要望も多いことか
ら、中距離バスの運行だけでその
役割を代替することは困難である
と考えます。

D

　経営会社が優等列車を自ら運行
する場合は、別料金（運賃以外の
特急料金など）をとらないように
すべきではないか。

　優等列車の運行の有無及び運
賃・料金については、今後経営会
社がご意見も踏まえ具体的に検討
し、ＪＲなど関係者と協議の上決
定します。

C

　北越急行が所有するはくたか車
両を転用して、越後湯沢～糸魚川
（富山）間に特急を運行するとよ
い。

　北陸新幹線の金沢開業により、
当該区間の特急利用者の殆どが新
幹線にシフトし、激減することが
予想されることから、当該区間で
の特急列車の運行は困難と考えま
す。

D

１．運行

１．運行
　(3)ＪＲの優等列車（特
急・快速列車）の存続

１．運行
　(2)相互直通運転
　(3)ＪＲの優等列車（特
急・快速列車）の存続
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　北陸本線にはデッドセクション
があるため、交直両用車両である
ほくほく線681系、683系電車を利
用する方法を考えるべきであり、
ほくほく線との組み合わせ（合理
化を含めて）も欠かせないのでは
ないか。

　特急はくたか車両（681系、683
系電車）は北越急行が所有してい
る車両であることから、利用方法
に関しては北越急行と経営会社と
の検討課題となります。

C

　ＪＲ普通列車を自由に乗り降り
できる企画切符「北海道＆東日本
パス」及び「青春18きっぷ」の利
用者から並行在来線にも乗車して
頂くため、当該切符の利用期間に
合わせ、「１日全線乗り放題切
符」を発売すべきではないか。

　利用者にとって魅力的な企画切
符の販売については、「鉄道とま
ちの共生ビジョン」（案）に基づ
き、今後経営会社がご意見も踏ま
え具体的に検討します。

C

　経営会社が北越急行と一体的に
経営し、ＪＲ東日本の直江津駅～
犀潟駅間についての第２種鉄道事
業者免許を取得することにより、
３社（ＪＲ東日本、北越急行、経
営会社）にまたがることによる初
乗運賃の加算を回避し、運賃を抑
制すべきではないか。

  仮に第２種鉄道事業者免許を取
得した場合でもＪＲ東日本直江津
駅～犀潟駅間の線路使用料は相当
高額になることが想定されること
から、採算性の面で困難と考えま
す。
　なお、ほくほく線との連携につ
いては、今後経営会社と北越急行
の間で検討していくこととなりま
す。

D

　他社との乗り継ぎ時の割引運賃
を拡充するとともに、全国のＪＲ
駅で並行在来線の切符が購入でき
る連絡運輸区域を設定すべきでは
ないか。

　運賃の設定や会社間で乗車券の
相互販売を行う連絡運輸区域の設
定については、今後経営会社がご
意見も踏まえ具体的に検討し、Ｊ
Ｒなど関係者と協議の上決定しま
す。

C

　糸魚川で新幹線から並行在来線
への短絡線を引き込み、将来的に
特急「北越」を北陸新幹線～糸魚
川～ほくほく線～越後湯沢～上越
新幹線経由で運行し、時間短縮を
図るべきである。

　相互直通運転や優等列車の存
続・運行区間については、利便性
や利用需要を考慮しながら、今後
経営会社がご意見も踏まえ具体的
に検討し、ＪＲなど関係者と協議
の上決定します。

C

　必要車両数を現状の運行維持を
前提に、３両編成で39両を提示
し、３両１編成の切り離しは構造
上困難としているが、１両又は２
両走行の検討は必要であり、先入
観を持たせる表現は修正すべきで
はないか。

　現状のＪＲ車両で運行本数を維
持した場合を例示したものであ
り、列車の新造を含め１両又は２
両による運行形態についても、今
後経営会社がご意見も踏まえ具体
的に検討します。
【記述箇所　Ｐ15、16「２．車両
計画」】

B

　現在の３両編成から２両編成に
変えるべきではないか。
　その場合は、新造するのでなく
現在の車両を２両編成用に改造し
たり、他社から有償または無償で
譲り受けるべきではないか。

　車両編成、車両数や車両の調達
方法については、今後経営会社が
ご意見も踏まえ最適な方法につい
て具体的に検討します。
【記述箇所　Ｐ15、16「２．車両
計画」】

B

１．運行

２．車両計画
　(1)必要となる車両数



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「並行在来線経営計画」（案）

の該当する項目

　ディーゼル車を導入し、架線な
どの電路設備を撤去すると、相互
直通運転や貨物列車の運行などに
支障がある。
　一方、ディーゼル車を導入して
も、電路設備を撤去しなければ、
電力料金が生じ、経営会社の負担
になる。
　そのため、電車を使用すべきで
はないか。
（２件）

　ディーゼル車を導入する場合で
も、貨物列車等の運行もあるた
め、架線などの電路設備を撤去す
るかどうかは直接的には別な事柄
と考えます。
　先行の並行在来線では、架線等
の撤去を行わず、ディーゼル車を
導入しており、その電路設備の維
持費については、ＪＲ貨物が負担
しています。
　電車を継続すべきかディーゼル
車を導入すべきかについては、今
後経営会社がご意見も踏まえ具体
的に検討します。

C

　北陸本線区間においては、デッ
ドセクションを移設するよりも
ディーゼル車を導入する方が経費
がかからない。
　しかし、頸城トンネルなど長大
トンネルでのディーゼル車運行は
問題があるため、安全性について
確認する必要がある。

　ディーゼル車の導入について
は、ご意見の長大トンネルなどに
おける安全対策の確認も含め、今
後経営会社が具体的に検討しま
す。

C

　ディーゼル車を導入する場合で
も、経営会社では電車も相当数運
行するため、乗務員が電車・
ディーゼル車双方の免許を取得し
なければならないなどのデメリッ
トも考慮すべきである。

　電車を継続すべきか、ディーゼ
ル車を導入すべきかについては、
ご意見も踏まえ今後経営会社がそ
のデメリットも含め具体的に検討
します。

C

　ＪＲ貨物から電化設備維持費用
の全額を負担してもらうために、
北陸本線の県内区間にはディーゼ
ル車を導入すべきではないか。

　電車を継続すべきか、ディーゼ
ル車を導入すべきかについては、
今後経営会社がご意見も踏まえ具
体的に検討します。

C

　信越本線の直江津～新井間はＪ
Ｒ車両の乗り入れで運行し、輸送
量の少ない新井以南はディーゼル
車で運行すべきではないか。
　なお、ＪＲ東日本の電車は長野
総合車両センター（長野市）に入
庫する際には信越本線から回送さ
れていることから、新井以南の架
線設備の経費は、ＪＲ東日本に負
担してもらい、経営会社の負担を
少なくすべきではないか。

　相互直通運転では双方の車両キ
ロを同じくして経費を相殺するこ
とが一般的であるため、直江津～
新井間の列車全てをＪＲ東日本の
乗り入れで運行することは困難と
考えられます。
　また、長野総合車両センターへ
の回送は他の経路に変更される可
能性もあることから、仮にディー
ゼル車に切り替えたとしても電化
設備の経費をＪＲ東日本に負担し
てもらうことは困難と考えられま
す。

D

　電車であっても、（ほくほく線
のように）ワンマン運転や１両又
は２両運転は可能であり、ディー
ゼル車の固有メリットとはなり得
ていないので、ディーゼル車のメ
リットから１両運行が可能である
旨の記述は削除すべきではない
か。

　デットセクションを通過可能な
交直流車は、構造上１両編成とす
ることが困難です。
　そのため、デッドセクションの
存在を前提とした場合、１両での
運転が可能な車両はディーゼル車
のみとなります。

D

２．車両計画
　(2)列車の動力（電車の継
続かディーゼル車の導入
か）



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「並行在来線経営計画」（案）

の該当する項目

（デッドセクションを糸魚川以西
に移設した場合）糸魚川までを安
価な直流電車で運行させ、利用者
が少ない糸魚川から富山県境間を
運行する列車については、ディー
ゼル車による運行が最適である。
　その場合、ＪＲ大糸線でディー
ゼル車により運行しているＪＲ西
日本と共同運行を行い、車両調達
や車両運用にかかるコストの低減
に努めるべきではないか。

　ディーゼル車による運行に踏み
切る場合には、多額の移設費用が
必要となるデッドセクションは移
設せず、直江津から富山県境まで
をディーゼル車によって運行する
ことが有力な選択肢の一つと考え
ますが、ディーゼル車にも燃油価
格の問題、運転士の確保などのデ
メリットがあります。
　そのため、ディーゼル車を導入
するかどうかは、今後経営会社が
ご意見も踏まえ具体的に検討しま
す。

Ｃ

（デッドセクションを糸魚川以西
に移設した場合）富山県側との相
互乗り入れのため交直流電車が必
要になったとしても、交直流電車
は調達価格や維持管理コストが高
くなるため、経営会社で保有すべ
きではない。仮に保有するとして
も車両運用や相互乗り入れ条件を
考慮に入れた上で極々限定的な調
達にとどめるべきではないか。

　交直流電車の調達は、運行区間
やデットセクションの移設・
ディーゼル車両の導入などを含
め、今後経営会社がご意見も踏ま
え具体的に検討します。

Ｃ

　イベント列車や、スキー利用客
のための「シュプール号」や「高
田お花見号」のような列車を運行
するとよいのではないか。

　「シュプール号」のような企画
列車については、「鉄道とまちの
共生ビジョン」（案）に基づき、
今後経営会社がご意見も踏まえ具
体的に検討します。

C

　初期投資を抑えるため、車両は
新造せずにＪＲなど他社の中古車
両を購入すべきではないか。（３
件）

　他社の中古車両は初期投資を抑
えることができますが、並行在来
線区間の走行に合わせ、耐寒耐雪
のための改造やATS（列車自動停
止装置）の違いによる改造のほ
か、維持経費がかさむなど、トー
タルとして必ずしもコストパ
フォーマンスに優れているとは限
りません。
  そのため、車両の調達について
は、新造も含めた最も効率的な車
両運用となるよう、今後経営会社
がご意見も踏まえ具体的に検討し
ます。

Ｃ

　注目を集めるため、ＳＬやレト
ロ車両として利用できる古い車両
を調達し運行してはどうか。
（３件）

　古い車両は、部品の調達や安全
性の維持が難しく、コストが高く
なることから、長期の活用のため
に経営会社が保有することは難し
いものと考えます。

D

　車両を新造する場合、ＤＭＶ
（デュアル・モード・ビークル）
の採用を検討してはどうか。

　ＤＭＶは試行運転の段階であ
り、大型自動車２種と甲種内燃車
の２種類の運転免許が必要なこ
と、積雪時の運行に課題があるこ
となどから、現段階での並行在来
線への導入は難しいものと考えま
す。

D

２．車両計画
　(2)列車の動力（電車の継
続かディーゼル車の導入
か）

２．車両計画
　(3)車両の調達



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「並行在来線経営計画」（案）

の該当する項目

　指令業務は、将来ともＪＲへ委
託すべきではないか。現状どおり
ＪＲが管理することが運行の安全
と経営の両面で得策ではないか。

　法律上、国の許可があれば、指
令業務の受委託は可能ですが、事
故や災害時の対応を考慮した場
合、指令センターは自社で整備
し、自社で指令することが望まし
いと考えます。

D

　直江津駅付近に運輸基地（車両
検修施設、乗務員区など）を設け
るべきではないか。

　運輸基地の設置場所について
は、本社や設備基地との連携も考
慮し、今後経営会社がご意見も踏
まえ具体的に検討します。

C

　デッドセクションを糸魚川駅構
内あるいは糸魚川駅以西に移設す
べきではないか。（３件）

　デッドセクションの取扱につい
ては、今後経営会社が慎重に検討
します。
【記述箇所　Ｐ19「３．施設
(2)」】

B

　デッドセクションを廃止し、北
陸本線全線を直流にすればよいの
ではないか。

　デッドセクションの廃止による
北陸本線の全線直流化は、本県並
行在来線区間だけでなく福井県敦
賀駅までの非常に長い交流区間が
対象となり、莫大な工事費が必要
となるため、実現は難しいものと
考えます。

D

　コストの低い駅舎を開発し、新
駅設置を容易にできるように検討
してはどうか。

　新駅の設置は、沿線市が整備費
用を負担する請願方式に基づき、
経営会社が駅舎の管理費など採算
性も考慮し検討することとなりま
す。
　なお、新駅舎を整備する場合に
は、機能性と安全性を確保した上
で、できるだけ安価な整備を沿線
市と協議の上検討することとなり
ます。

Ｃ

　設備投資を抑えながら高齢者の
使い勝手をよくするために、ホー
ムの始終端をスロープにしたり、
ホームの列車停止部分を嵩上げし
たりすべきではないか。

　高齢者に配慮した対応について
は、改修コストも勘案の上、今後
経営会社がご意見も踏まえ具体的
に検討します。

C

４．要員

　総務及び営業部門の要員は行政
からの出向やＯＢを避けるべき。
どうしても出向が必要な場合で
あっても、いわゆる異動ローテー
ションではなく、自発的かつ長期
（少なくとも５年以上）とする必
要がある。

　鉄道事業は、専門的知識・技術
と豊富な経験を持つ職員が不可欠
なことから、開業時は、ＪＲから
の協力のもとＪＲ社員の出向が必
要となりますが、段階的に自社採
用社員への転換を図っていくこと
としています。
　具体的な要員体制や要員の確保
については、今後経営会社がご意
見も踏まえ具体的に検討します。

C

３．施設
　(2)その他の施設・設備の
取扱い

３．施設
　(1)拠点施設などの整備



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「並行在来線経営計画」（案）

の該当する項目

　「鉄道とまちの共生ビジョン」
（案）に掲げる利用促進策を推し
進めるためのプロジェクトチーム
を経営会社内に当初から立ち上げ
てはどうか。

　具体的な要員体制や要員の確保
などについては、今後経営会社が
ご意見も踏まえ具体的に検討しま
す。
　また、利用促進策の推進も含め
各種プロジェクトについては、組
織体制にとらわれずに組織横断的
かつ機動的に対応していく必要が
あると考えます。

C

　マイレール意識を高め、住民参
加を名実ともに実現していくた
め、外部企画委員会などを設け提
言をいただくべきではないか。

　地元関係者を含め外部からの意
見・提言を取り入れる仕組みにつ
いては、今後経営会社がご意見も
踏まえ具体的に検討します。

C

　開業前、開業時にＪＲ東日本、
西日本からの出向者で全ての社員
を確保すべきではない。ＪＲから
の出向という形ではなく、契約社
員として、鉄道業務を経営会社の
社員に教育していただき、後は新
しい人材で運営すべきである。

　ＪＲ東日本及びＪＲ西日本から
の社員の確保については、今後経
営会社とＪＲが出向条件などを協
議して決定します。
　また、開業後は、段階的に自社
採用社員への転換を図っていくこ
ととしています。

C

　赤字幅を少なくするため、経営
会社の要員については低い給与で
確保し、人件費を削減すべきであ
る。

　要員の確保については、鉄道輸
送の安全性を第一に、簡素で効率
的な体制を構築した上で、今後経
営会社がご意見も踏まえ雇用条件
などを具体的に検討します。

Ｃ

５．投資・損益

　約300億円～約600億円の公共負
担について、並行在来線を利用し
ない住民もいることから、税金は
投入すべきではない。

  並行在来線は、通勤、通学、通
院など沿線住民の日常生活を支え
る大切な公共交通機関であること
から、一定程度公共で負担するこ
とが適当と考えます。
　なお、現在、県・沿線市では、
並行在来線の経営が成り立つ仕組
みの構築について、国に強く要請
しています。

D

　出資予定者として、幅広く地域
住民から株主になってもらうこと
を明記すべきではないか。

　出資予定者として、県及び沿線
市のほか、地域住民など、できる
だけ幅広く出資していただくこと
を検討していくこととしていま
す。
【記述箇所　Ｐ24「６．資金
(1)」】

B

　具体性のない計画やスキームで
は、民間企業などは出資できない
のではないか。

　国の公的支援スキームの見直し
による経営会社への支援ととも
に、今後経営会社が具体的・効率
的な計画の検討を進め、民間企業
などからの出資の協力を求めてい
くこととしています。

D

４．要員
　(2)組織体制（想定）

４．要員
　(3)要員の確保及び育成

６．資金
　(1)資本金



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「並行在来線経営計画」（案）

の該当する項目

　鉄道運行以外の事業分野への算
入も必要であるが、まずは鉄道
グッズの販売など鉄道に関連する
事業で収入を確保すべきではない
か。
　また、沿線の工場に鉄道貨物輸
送を利用してもらうべきではない
か。

  鉄道運行による収入確保に努め
ながら、鉄道運行以外の事業分野
での収入増についても経営会社が
積極的に検討することとしていま
す。
　鉄道貨物輸送については、免許
を有するＪＲ貨物の事業となりま
す。

D

　約300億円～約600億円と試算さ
れている赤字を誰が負うのか明確
にすべきであり、設立当初から借
金ありきの会社とすることには反
対である。

　現在、県・沿線市が並行在来線
の経営が成り立つ仕組みの構築に
ついて国に強く要請しています。
　収支については、国において検
討されている公的支援スキームの
見直しを踏まえ、今後経営会社が
具体的な事業計画を作成し、その
中で試算を行うこととなります。
　なお、国からの支援にも関わら
ず、赤字が発生する場合には、県
と沿線市が中心となって支援策を
検討します。
【記述箇所　Ｐ27「６．資金
(3)」】

B

　記述内容に同感であり、新幹線
貸付料の返還を国に求めていくべ
きである。

　今後とも、国に対し新幹線貸付
料の返還と新幹線建設費の負担割
合に応じた還元を強く求めていき
ます。
【記述箇所　Ｐ26「６．資金
(3)」】

B

　企画商品などＪＲとの提携は必
須であることから、営業活動を早
期に事業分野に組み込んでいくべ
きである。

　営業分野についても、経営会社
にとって他の事業分野同様、重要
なものと考えます。
　そのため、今後、経営会社が策
定する事業計画において具体的に
方針を定めていくこととなりま
す。

C

１．利用促進に向けた取組
の方向性
　(1)鉄道を利活用したまち
づくり

　「自動車中心のまちから、鉄道
やバスを利活用したまちづくりを
目指します。」と記述している
が、圏域が広すぎるため、実現は
無理ではないか。

　上越地方においても自動車中心
のまちから、鉄道、路線バス、コ
ミュニティーバス、タクシーなど
それぞれの交通機関相互の連携に
より、地域の実情に即した効率
的・効果的な公共交通体系の確立
を目指すことが適当と考えます。

D

１．利用促進に向けた取組
の方向性
　(3)魅力的なまちづくり

　「観光など全国から上越地方に
訪れていただけるまちづくりを目
指します。」と記述しているが、
並行在来線の必要性と関係ない表
記ではないか。

　全国から上越地方に訪れていた
だくために、並行在来線をまちづ
くりの装置として利活用し、魅力
的なまちづくりに取り組むことが
適当と考えます。

D

６．資金
　(3)毎年の赤字への対応

Ⅵ　利用促進



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「並行在来線経営計画」（案）

の該当する項目

１．利用促進に向けた取組
の方向性
　(4)利用しやすい鉄道づく
り

　信越本線は１時間に１本くらい
の運行で不便である。例えば、鉄
道を利用しやすくするため、１時
間に10本くらい運行することがで
きないか。

　運行本数については、地元関係
者の意見も聞きながら、利便性と
採算性の両面を考慮し、今後経営
会社がご意見も踏まえ具体的に検
討します。

C

２．利用促進計画推進に向
けた体制づくり

　「鉄道とまちの共生ビジョン」
（案）のⅥアクションプランに記
述しているように、ファンクラブ
も重視すべきである。

　ファンクラブやサポートクラブ
などは、鉄道事業者と利用者の絆
を深める重要な団体と考えます。
　経営計画（案）では、利用促進
を図る体制づくりの考え方を記述
しており、ファンクラブなどの具
体的な位置づけについては、「鉄
道とまちの共生ビジョン」（案）
に記述しています。

D



その他の意見（新潟県並行在来線開業準備協議会の対応に属さない意見）

意見の概要

　ＪＲ各社が並行在来線の運営を
拒否した際、並行在来線支援金と
して、ＪＲ各社から税金を徴収
し、経営会社に補助金を支給する
よう、政府に要請することがよ
い。
　また、新幹線設備は資産価値が
非常に高いことから、新幹線設備
に対する税額を高額とする方法も
併用するとよい。

　県は北陸新幹線の平成26年度開
業に協力しているのか。建設負担
金の件で協議しているが、建設同
意の当初から全列車が停車するよ
う、要求してきたのか。

　長野新幹線の佐久平駅周辺の成
功例のように集客が可能なのか。

　信越本線の脇野田駅について
は、新幹線の新駅とつなげること
が極めて重要である。

　上越（仮称）駅は不要である。
脇野田駅も移設すべきではない。

　糸魚川駅に半分停車させるこ
と。

　「ほくほく線も北陸新幹線開業
に伴い経営に大きな影響を受ける
ことから、並行在来線と同じス
キームで経営支援されることが望
ましい。」旨を経営計画（案）に
明記すべきである。

　ほくほく線への経営支援につ
いて

　経営計画（案）は、並行在来線の経営
に関する基本的な考え方と方向性をとり
まとめたものです。
　北陸新幹線開通に伴い懸念される北越
急行の経営環境などの悪化については、
国に対応策を講じるよう県・沿線市で要
請しています。

　北陸新幹線の停車本数につい
て

  県・沿線市では、国に対し、北陸地方
などへの本県の玄関口である糸魚川駅
に、現在の利便性を確保した上で可能な
限り多くの列車を停車できるよう要請し
ています。

　北陸新幹線の建設負担金につ
いて

　駅停車については、これまで意見を述
べる場がなかったことから、新幹線建設
の負担に見合う受益の確保のため、各県
少なくとも一つの駅に停車する仕組みを
構築することについて、沿線各県と連携
協力していくことで合意し、国などへの
要請活動を行っているところです。

  北陸新幹線上越（仮称）駅の
設置と脇野田駅の移設について

　上越（仮称）駅は、県西部の拠点都市
上越市を中心に、南の妙高市を含む広範
囲の人々の利用が想定され、また、航路
により佐渡島にもつながる交通の結節点
でもあり、本県にとって重要な駅になる
ものと考えます。
　そのため、脇野田駅の移設は、新幹線
との乗り継ぎ円滑化や、駅周辺整備に必
要と考えます。

  北陸新幹線上越（仮称）駅に
ついて

　北陸新幹線開業効果を最大限享受でき
るよう、住民や市民団体、行政が連携し
て取り組んでいく必要があると考えま
す。

  脇野田駅の移設について

　脇野田駅については、新幹線との乗り
継ぎ円滑化や、駅周辺整備のため、上越
（仮称）駅に接続できるよう、新幹線開
業に向け、現在、上越市が事業主体とな
りその移設事業に取り組んでいるところ
です。

項目

　並行在来線の経営分離につい
て

　ＪＲは、経営分離により解消される並
行在来線の赤字相当分を新幹線貸付料の
一部として、国（鉄道建設・運輸施設整
備支援機構）に支払うこととなっていま
す。
　まずは、この貸付料に含まれる並行在
来線の赤字解消分を地方への返還や出資
割合に応じた還元を求め、並行在来線の
維持・運営に充てるべきと考えます。

県・沿線市回答



２　「鉄道とまちの共生ビジョン」（案）に対する意見

○意見提出者数　　９人

○意見の件数　　４１件

○意見の反映状況

Ａ　鉄道とまちの共生ビジョンに反映若しくは一部反映したもの　１１件

Ｂ　既に記述済みのもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９件

Ｃ　今後経営会社や関係者が意見を踏まえて検討するもの　　　　１５件

Ｄ　その他記述を変更しなかったもの　　　　　　　　　　　　　　６件

反映
状況

(3) 目的・目標

　平成19年に比較して開業後の平
成36年には輸送密度が20％減にな
ると予測しておきながら、将来の
利用見込者数を何も対策を講じな
い場合に対して、５％増を目指す
とはどういう意味か。

　並行在来線の利用見込者数（輸
送密度）は、今後の沿線人口の減
少に伴い、年々減少していくこと
が予測されています。
　そのため、予測される利用見込
者数に対して、その５％増の目標
値を設定し、様々な利用促進のア
クションプランに取り組むことと
しています。

Ｄ

(1) 鉄道を利活用したまち
づくりがされているか？
(3) 魅力あるまちづくりが
されているか？

　ストロー効果により、上越地方
の支店の廃止・営業所クラスへの
縮小や、日帰り観光になる可能性
があることから、対策が必要では
ないか。

　ストロー効果の対策も踏まえ、
鉄道を利活用したまちづくりや魅
力的なまちづくりなど、多岐にわ
たるアクションプランに取り組む
こととしています。
【記述箇所 Ｐ30以降「Ⅵ２ アク
ションプラン（行動計画）」】

Ｂ

(2) 鉄道を愛する人、支え
る人が十分であるか？

　並行在来線に対する住民の意識
が薄いのではないか。
　利用者の増加について真剣に検
討する必要があり、並行在来線が
ＪＲから経営分離されてからでは
なく、今から利用促進に取り組む
べきではないか。
（２件）

　ビジョン（案）では、効果的と
考えられる多岐にわたるアクショ
ンプランを掲載し、その実施時期
についても記載しています。
　その中で、マイレール意識の醸
成など、今から開業までに取り組
む必要がある取組も整理していま
す。
【記述箇所 Ｐ30以降「Ⅵ２ アク
ションプラン（行動計画）」】

Ｂ

２ アクションプラン（行動
計画）

　並行在来線の存続には大いに賛
成するが、アクションプランの取
組は戦略性に乏しく、現状を改善
する効果が期待できないのではな
いか。

　ビジョン（案）の推進について
は、住民や鉄道事業者（経営会
社）などが自らの役割を認識し、
連携しながらアクションプランに
取り組むとこととしています。
　なお、個々のアクションプラン
については、各実施主体が地域の
実情に即した効果的な取組を検討
していくこととなります。

Ｃ

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「鉄道とまちの共生ビジョン」

（案）の該当する項目

Ⅴ　並行在来線の課題

Ⅵ　アクションプラン（行動計画）

Ⅱ　鉄道とまちの共生ビジョンとは

意見反映件数　３５件



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「鉄道とまちの共生ビジョン」

（案）の該当する項目

　新幹線の上越（仮称）駅にバス
ターミナルや駐車場を造り、利便
性を高めてはどうか。

　ビジョン（案）は、並行在来線
の利用促進についてまとめたもの
であり、新幹線駅の利便性を検討
したものではありません。
　なお、現在上越市において、上
越駅（仮称）周辺の駐車場整備な
ど新幹線新駅周辺整備事業が進め
られています。

Ｄ

　並行在来線に高田公園、直江津
港、大学、病院へ接続する新路線
を設置してはどうか。
　また、新路線にはハイブリッド
ＬＲＶ（ライト・レール・ビーク
ル、軽量軌道車両）を導入しては
どうか。

　新路線の設置には、膨大な費用
の発生が見込まれることから、難
しいものと考えます。
　なお、主要箇所への接続につい
ては、フィーダー輸送となる路線
バス、コミュニティバス、タク
シーなどの交通手段を充実するこ
とが必要と考えます。

Ｄ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (1) 鉄道を利活用したまち
づくり
  ① 新駅の設置
   ア) 新駅の設置の検討

　新駅を設置する場合は無人駅で
よいのではないか。
　また、屋根付きバス停並みの駅
舎に、ＩＣカード対応改札機、電
灯設備、椅子などを設置すればよ
く、トイレや自動販売機などは不
要とし、維持費を極力少なくすべ
きではないか。

　新駅の設置は、沿線市が整備費
用を負担する請願方式に基づき、
鉄道事業者（経営会社）が駅舎の
管理など採算性も考慮し検討する
こととなります。
　なお、新駅舎を整備する場合
は、機能性と安全性を確保した上
でできるだけ安価な整備を沿線市
と協議の上検討することとなりま
す。

Ｃ

　商業施設の誘致に努めると記載
しているが、これは経済原則に任
せた方が長続きするのではない
か。

　商業施設の進出は、企業が経済
原則に基づき判断することとなり
ますが、企業が進出しやすいよ
う、情報提供や誘致活動にも取り
組む必要があると考えます。

Ｄ

　商業施設の誘致について、例え
ば、上越ＩＣ付近の大型ショッピ
ングセンターを上越（仮称）駅周
辺に移転すると、駅周辺は発展す
るが、上越ＩＣ付近は衰退する可
能性が大きいことから、移転では
なく新規参入が望ましいのではな
いか。

　特定の商業集積地などからの誘
致や既存の商業施設の移転を検討
しているものではありません。

Ｄ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (1) 鉄道を利活用したまち
づくり
  ③ 他の交通機関との連携
   ア) フィーダー輸送とな
る交通手段の充実

　並行在来線と路線バスやタク
シーなどとのスムーズな接続が重
要ではないか。
　特に、コミュニティバスが鍵に
なるのではないか。
（３件）

　並行在来線と他の交通機関との
連携は重要と考えます。
　アクションプランでは、コミュ
ニティバスも含めたフィーダー輸
送となる交通手段の充実に優先的
に努めることとしています。
【記述箇所 Ｐ32「Ⅵ２(1)③ア)
フィーダー輸送となる交通手段の
充実」】

Ｂ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (1) 鉄道を利活用したまち
づくり
  ② 駅及び駅周辺の整備
   ウ) 駅周辺への商業施設
の誘致

２ アクションプラン（行動
計画）
 (1) 鉄道を利活用したまち
づくり



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「鉄道とまちの共生ビジョン」

（案）の該当する項目

２ アクションプラン（行動
計画）
 (1) 鉄道を利活用したまち
づくり
  ③ 他の交通機関との連携
   イ) バスとの連携強化

　並行在来線と並行して運行する
バスなどは廃止し、各駅を中心に
運行するバスに変更することで、
鉄道とバスの双方を活用した、活
気あるまちづくりができるのでは
ないか。

　並行在来線とバスが比較的長い
距離を同じ時間帯で走行している
場合など、交通ネットワークとし
て非効率な場合は、バス事業者と
連携して調整に努めることとして
います。
【記述箇所 Ｐ32「Ⅵ２(1)③イ)
バスとの連携強化」】

Ｂ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (2) 鉄道を愛し支える人づ
くり
  ① マイレール・マイス
テーション意識の醸成
   ウ) 並行在来線の愛称、
シンボルマーク、イメージ
キャラクターの募集、啓発

　並行在来線の路線に、謙信線、
妙高山麓線など地域性がわかる名
称や愛称をつけてはどうか。
　また、並行在来線の名称や駅名
は、上越新幹線と紛らわしい「上
越」は使わない方がよいのではな
いか。脇野田駅は、新幹線駅と同
じ駅名にした方がよいのではない
か。
（２件）

　
【記述箇所 Ｐ35「Ⅵ２(2)①ウ)
並行在来線の愛称、シンボルマー
ク、イメージキャラクターの募
集、啓発」】の「愛称」を「名
称・愛称」に変更するとともに、
「並行在来線の会社名・路線名・
駅名の名称・愛称の検討」を追記
します。

Ａ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (2) 鉄道を愛し支える人づ
くり
  ③ 自動車から鉄道への利
用転換の促進
   ア) 通勤での鉄道利用の
促進

　県職員や市職員の通勤手段は、
並行在来線や路線バスなどの公共
交通機関を優先すべきではない
か。
　また、職員からダイヤ設定や駐
車場の有無など、利用サービスに
関する意見を収集し改善していけ
ば、並行在来線の利便性が高まる
のではないか。

　通勤手段を自動車から公共交通
機関へ転換することについては、
県や沿線市が率先して取り組むと
ともに、企業や団体へ積極的に働
きかけることとしています。
　また、地元関係者も含め利用
サービス向上の意見を取り入れる
仕組みについては、今後鉄道事業
者（経営会社）等がご意見も踏ま
え、具体的に検討します。
【記述箇所 Ｐ36「Ⅵ２(2)③ア)
通勤での鉄道利用の促進」】

Ｂ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (3) 魅力的なまちづくり
  ② 観光イベントの充実、
新規開催
   イ) 県境を越えた観光の
連携

　並行在来線沿線の観光振興に
は、長野県の飯綱、黒姫、野尻
湖、戸隠などの観光地との連携が
重要ではないか。

　長野県や富山県などと県境を越
えた観光の連携に努めることとし
ています。
【記述箇所 Ｐ40「Ⅵ２(3)②イ)
県境を越えた観光の連携」】

Ｂ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (3) 魅力的なまちづくり
  ④ まちの情報の発信
   ア) 情報の発信

　フィルムコミッションとの連携
強化を図ってはどうか。

　鉄道施設を映画などの撮影場所
として提供し、話題性を持たせる
ことで並行在来線の利用促進が見
込まれることから、【記述箇所
Ｐ41「Ⅵ２(3)④ア) 情報の発
信」】に、フイルムコミッション
と連携を図ることを追記します。

Ａ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (3) 魅力的なまちづくり
  ④ まちの情報の発信
   エ) 駅名や車両への命名

　駅名にネーミングライツとして
企業名などを採用する場合、駅は
ランドマークであり、駅名もその
地域の顔となっていることから、
地域住民の了解を得る必要がある
のではないか。

　並行在来線の駅名や、車両名へ
の命名権（ネーミングライツ）を
導入する場合は、その方法（導入
基準や周知方法など）を含め、今
後鉄道事業者（経営会社）がご意
見も踏まえ具体的に検討します。

Ｃ



反映
状況

意見の概要
新潟県並行在来線

開業準備協議会の対応
「鉄道とまちの共生ビジョン」

（案）の該当する項目

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り

　合理的理由で自動車より鉄道が
選ばれる施策が必要ではないか。
　自家用車を持っている世代が、
車を使わず鉄道を使うようにする
には何が必要かを考えるべきでは
ないか。

　自動車を中心としたまちづくり
から鉄道やバスなどを利用したコ
ンパクトなまちづくりに方向転換
することが必要と考えます。
　そのため、鉄道を利活用したま
ちづくりのための具体的なアク
ションプランの実現に努めていく
こととしています。

Ｄ

　列車の発車時刻を13時10分、13
時30分、14時10分、14時30分な
ど、なるべく覚えやすい時間に揃
えてはどうか。

　運行ダイヤについては、地元関
係者の意見も聞きながら、利便性
と採算性の両面を考慮し、今後鉄
道事業者（経営会社）がご意見も
踏まえ具体的に検討します。

Ｃ

　直江津～新井間は、15～20分間
隔の待たずに乗れるダイヤ設定が
必要ではないか（ただし車両は１
両でよい）。
　また、その他の区間でもおおむ
ね30分～60分の等間隔運転が必要
ではないか。
（２件）

　運行ダイヤについては、地元関
係者の意見も聞きながら、利便性
と採算性の両面を考慮し、今後鉄
道事業者（経営会社）がご意見も
踏まえ具体的に検討します。

Ｃ

　運行ダイヤには新幹線接続用、
通勤通学用、通院用、観光地周遊
用、飲酒後帰宅用など目的を持っ
たダイヤを組み入れてはどうか。

　運行ダイヤについては、地元関
係者の意見も聞きながら、利便性
と採算性の両面を考慮し、今後鉄
道事業者（経営会社）がご意見も
踏まえ具体的に検討します。

Ｃ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ① 利便性の高い輸送サー
ビスの提供
   イ) 優等列車や快速列車
の維持・存続への取組

　通勤快速列車等を運行してはど
うか。

　快速列車の運行については、地
元関係者の意見も聞きながら、利
便性と採算性の両面を考慮し、今
後鉄道事業者（経営会社）がご意
見も踏まえ具体的に検討します。

Ｃ

　北越急行との直通運転が必要で
はないか。

　相互直通運転については、利便
性や利用需要を考慮しながら、今
後鉄道事業者（経営会社）がご意
見も踏まえ具体的に検討し、北越
急行など関係者と協議の上決定し
ます。

Ｃ

　新幹線との乗り継ぎがうまくい
かなければ、並行在来線の利用は
敬遠されるのではないか。

　新幹線との接続性については、
極力円滑な乗り継ぎができるよ
う、今後鉄道事業者（経営会社）
がご意見も踏まえ具体的に検討し
ます。

Ｃ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ① 利便性の高い輸送サー
ビスの提供
   ア) 利用者の目的にあっ
た使いやすいダイヤの設定

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ① 利便性の高い輸送サー
ビスの提供
   エ) 他社の列車等との接
続性の向上
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２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ① 利便性の高い輸送サー
ビスの提供
   エ) 他社の列車等との接
続性の向上

　並行在来線と他社路線との接続
性の向上は、優先順位を高くすべ
きではないか。

　【記述箇所 Ｐ43「Ⅵ２(4)①
エ) 他社の列車等との接続性の向
上」】の優先順位を○から◎（効
果が見込まれ優先順位が高い）に
変更します。
　なお、相互直通運転や接続性の
向上については、今後、利便性や
利用需要を考慮しながら鉄道事業
者（経営会社）が検討し、ＪＲ等
関係者と協議の上決定します。

Ａ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ① 利便性の高い輸送サー
ビスの提供
   キ) ＩＣカードの導入

　公共施設、他社鉄道、バスにも
利用できるＩＣカードを導入して
はどうか。
　また、ＩＣカードを携帯電話や
Suicaにも対応させ、ポイント制
度も導入し、運賃割引や商店街で
の割引制度に活用してはどうか。
（２件）

　ＩＣカードの導入については、
相当の費用が見込まれることか
ら、利便性と採算性の両面を考慮
し、今後鉄道事業者（経営会社）
や関係者がご意見も踏まえ具体的
に検討します。

Ｃ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ② 快適な輸送サービスの
提供
   ア) 駅舎等のバリアフ
リー化やユニバーサルデザ
イン化

　新駅を設置する場合、ユニバー
サルデザインに配慮してはどう
か。

　新駅の設置は、沿線市が整備費
用を負担する請願方式に基づき、
鉄道事業者（経営会社）が駅舎の
管理費など採算性も考慮し検討す
ることとなります。
　なお、新駅舎を整備する場合
は、機能性と安全性を確保した上
で、できるだけ安価な整備を沿線
市と協議の上検討することとなり
ます。

Ｃ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ② 快適な輸送サービスの
提供
   ウ) アテンダントの導入

　アテンダントを導入する場合、
地域の中高年を活用してはどう
か。

　アテンダントを導入する場合
は、役割などを勘案の上、具体的
な体制や人員の確保など、今後鉄
道事業者（経営会社）がご意見も
踏まえ具体的に検討します。

Ｃ

　イベント列車として、「米どこ
ろ新潟の酒を楽しめる企画列車」
「海の家の機能を兼ね備えた臨時
列車」などを導入してはどうか。

　【記述箇所 Ｐ45「Ⅵ２(4)③
ア) イベント列車の運行」】に、
例示として追記します。

Ａ

　二本木駅にあるスイッチバック
施設を利用したスイッチバック体
験列車（前後に展望車両を連結）
を運行してはどうか。
　また、旧関山駅跡地に残存して
いるスイッチバック線路を復活
し、２駅連続の体験列車を定期的
に運行してはどうか。

　【記述箇所 Ｐ45「Ⅵ２(4)③
ア) イベント列車の運行」】に、
例示として追記します。
　なお、旧関山駅の路線は、既に
信号システム等が撤去されてお
り、その復元には相当の費用が見
込まれることから、難しいものと
考えます。

Ａ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ③ 魅力ある輸送サービス
の提供
   ア) イベント列車の運行
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　目玉・核となるシンボル車両を
導入してはどうか。

　【記述箇所 Ｐ45「Ⅵ２(4)③
イ) 駅舎や車両デザインの工
夫」】に、目玉となるシンボル車
両の導入の検討を追記します。

Ａ

　列車の色を旧国鉄色にして、ノ
スタルジックを売り物にしてはど
うか。

　【記述箇所 Ｐ45「Ⅵ２(4)③
イ) 駅舎や車両デザインの工
夫」】に、旧国鉄色のデザインの
検討を追記します。

Ａ

　直江津駅であれば港、高田駅で
あれば桜など、地域の特徴を表す
駅のマークを検討してはどうか。

　【記述箇所 Ｐ45「Ⅵ２(4)③
イ) 駅舎や車両デザインの工
夫」】に、地域の特徴を表す駅の
マークの検討を追記します。

Ａ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ④ 魅力と賑わいのある駅
づくり
   ウ) 公共施設や商業施設
の併設

　魅力と賑わいのある駅づくりで
は、鉄道を利用しない人でも立ち
寄るような、駅でのワンストップ
サービスの提供が重要ではない
か。

　【記述箇所 Ｐ46「Ⅵ２(4)④
ウ) 公共施設や商業施設の併
設」】に、駅でのワンストップ
サービスの提供の検討を追記しま
す。

Ａ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ⑤ リーズナブルな価格で
の輸送サービスの提供
   ア) 乗車券の工夫

　ＪＲの青春18きっぷなどを使え
るようにしてはどうか。

　利用者にとって魅力的な企画切
符の販売については、今後鉄道事
業者（経営会社）がご意見も踏ま
え具体的に検討します。

Ｃ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ⑥ 利用促進策・販売促進
策の実施
   イ) 鉄道を利用するイベ
ントの開催

　１日目を信越本線沿線、２日目
を北陸本線沿線で実施するマラソ
ン大会など、スポーツ関連のイベ
ントを開催してはどうか。

　【記述箇所 Ｐ47「Ⅵ２(4)⑥
イ) 鉄道を利用するイベントの開
催」】の例示を鉄道＆ウォークラ
リーから鉄道＆スポーツ（ウォー
クラリーやマラソンなど）に変更
します。

Ａ

２ アクションプラン（行動
計画）
 (4) 利用しやすい鉄道づく
り
  ③ 魅力ある輸送サービス
の提供
   イ) 駅舎や車両デザイン
の工夫
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